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第３章 第 6 次大田区地域福祉活動計画の基本的な考え方 

 
 

１ 基本理念 

 

大田社協では、第５次大田区地域福祉活動計画の計画期間において「人を結び 地域で

支えあう」を基本的な考え方とし、持続可能な福祉社会に向けて活動してきました。 

既に述べたとおり、平成 29 年６月、国は少子高齢化の進行や社会状況の変化等により、

既存の制度が対象としない課題や複合的な課題の解決を図るため、地域住民等地域の多様

な主体と公的・専門的支援が連携・協働した包括的な支援体制をつくるよう、社会福祉法

の一部を改正し、地域共生社会の実現を打ち出しました。 

国により示された地域共生社会の考え方や、昨今社会福祉協議会に期待されている役割

等を踏まえ、大田区地域福祉計画と連携しながら住民主体の地域福祉を推進するための活

動計画として、第６次大田区地域福祉活動計画（以下、「第 6 次計画」）を策定します。 

同じ地域に暮らす人の抱える課題を我が事として受け止め、それぞれの立場でできるこ

とに主体的に取り組んでいく。こうしたことが自然に行われる地域社会をつくることが、

第 6 次計画のテーマです。 

以上を踏まえ、第 6 次計画における基本理念を「互いに結びあい 共に支えあう まち」

とします。 

 

 

 

 

 

  

互いに結びあい 共に支えあう まち 



29 
 

２ 計画期間と大田区地域福祉計画との関係 

 

 

 

第５次計画の計画期間は、平成 28（2016）年から平成 32（2020）年度までを予定

していました。したがって、第６次計画は、約１年半、計画期間を前倒ししたことになり

ます。これは、大田区地域福祉計画が、令和元（2019）年度から令和５（2023）年度の

５か年を計画期間として策定されることを受け、当該計画と連携・協働して策定・実施す

るべき地域福祉活動計画も、計画期間を見直す必要があると考えたためです。なお、この

ことにより、次期計画は、令和６（2024）年度から大田区地域福祉計画と同じ計画期間

で策定・実施されることになります。 

 

 

 

地域福祉計画が、住民や関係者の合意を得ながら包括的な支援体制の構築を目指すもの

であるのに対して、地域福祉活動計画は、住民や地域で活動している団体の協力を得なが

ら策定し実施する計画です。地域福祉活動計画では、地域福祉計画で示された理念や方向

性と具体的に連動することで、地域住民等による地域福祉の推進を一体的に行うことをめ

ざします。 

【大田区と大田社協の連携による地域福祉の一体的推進】 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

大田区地域福祉計画

大田区地域福祉活動計画
第5次地域福祉活動計画 第6次地域福祉活動計画

地域福祉の一体的推進 

 

 
 

大田区 

地域福祉計画 

大田社協 
地域福祉 
活動計画 

第６次計画の期間：令和元（2019）年 10 月～令和６（2024）年３月 



30 
 

３ 理念を実現するために 

地域で生じている課題は、いつ誰に起きてもおかしくないことです。例えば、災害、病

気、介護、いじめ、住まい、家族問題、仕事と子育て等、誰もが直面する可能性がある問

題です。 

こうした問題に直面したとしても、互いに支え・支えられる安心のまちを、地域全体で

つくっていくことが大切です。第 6 次計画に掲げる基本理念「互いに結びあい 共に支え

あう まち」は、このような地域をつくることを念頭においたものです。 

この理念の実現のためには、特に、「丸ごと支える支援の体制づくり」、「支えあいの地域

づくり」、「参加の場づくり」、「安心の地域づくり」の４つの視点が大切になるのではない

かと考えました。これらの視点に基づき、理念に掲げる地域づくりが実現すれば、何か問

題が起きたときに助けを求めやすかったり、身近な人に相談ができたり、専門機関が適時

適切に対応してくれたりするなど、地域全体に安心感が生まれると考えられます。 

基本理念の実現に向け、課題を抱えた当事者をはじめ、民生委員児童委員等の地域住民、

大田社協、専門機関等が、それぞれの役割を果たすことで、包括的支援体制の構築をめざ

します。そのためには、地域の関係機関・関係団体・地域住民等が連携し、「地域力」を最

大限発揮しながら、「人と思いがつながり循環するしくみ」をつくることが大切です。大田

社協では、「地域福祉コーディネーター」、「おおた地域共生ボランティアセンター」、「おお

た成年後見センター」の 3 つを理念実現のエンジンとして、人と思いがつながり循環する

地域づくりに取り組んでいきます。 

大田社協では、上記の４つの視点を踏まえ、第 6 次計画において４つの基本目標を定め

ました。これらの目標を基に、地域のみなさんと連携・協働していくことで、基本理念の

実現をめざします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※基本目標 4 は、権利擁護事業の性質上、他の基本目標の内容とも関係しており、計画全体に関わるものです。大

田区における権利擁護の推進機関である「おおた成年後見センター」は、大田社協内に設置されており、大田社

協が中心的役割を担うことが期待されています。そのため、第 6 次計画の体系図においては、おおた成年後見セ

ンターの活動をひとつの基本目標に集約し、今後の取組みを整理しました。 
  

基本目標１ 丸ごと支える支援の輪をつくります 

基本目標２ 思いがつながり活動が継続するよう取り組みます 

基本目標３ 助けあい支えあいが実感できる地域をつくります 

基本目標４ 権利擁護の推進機関としての役割を果たします 

互いに結びあい 共に支えあう まち 
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＝＝＝理念を実現するための４つの視点＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

 

個別支援に当たっては、まず問題が複雑化する前の段階で予防的な対応をしていくこと

が大切です。民生委員児童委員等と連携しながら、早め早めに支援とのつなぎを実施して

いくことが必要です。 

また、複合的な課題を抱えている人に対しては、相談者一人ひとりの声に寄り添い、丁

寧に課題を聞き取り、支援内容を検討します。そして、対象者ごと・分野ごとに整備され

た支援機関が連携し、あらゆる地域資源を組みあわせてチームで協働し伴走支援をします。 

 

 

地域のみなさんと自分たちの地域の課題について一緒に考え、解決に向かう土壌をつく

っていきます。例えば、地域のプラットフォームを活用して、多くの方々が支えあいの地

域づくりに参加できるようにします。 

 

 

病気・介護・ひきこもり・家族の問題等、地域で起きている課題は、いつ誰の身に起き

てもおかしくないことです。こうした問題に対して、現在「サービスの受け手」であって

も、将来は「支援の支え手」になることや、その逆が考えられます。そのため、「受け手」

と「支え手」という関係を超えて、誰もが参加できる場をつくることが大切です。 

また、障がいや外国にルーツがある人、LGBT、DV 被害者、被虐待児、発達障がいを見

過ごされてきた人等、生きづらさを抱えている人に対する差別や偏見といった見えない障

壁が指摘されています。誰もが参加できる場づくりを進めるためには、地域において互い

に知り合う機会をつくっていくことが大切です。 

＜つながりづくり＞：お隣さん同士の声掛けや、ちょっとした生活の困りごとの相談等、気軽に「つ

ながり」が生まれる土壌をつくっていきます。 

＜機 会 づ く り＞：現在福祉活動に参加している人だけではなく、関心がある人、以前課題に直面

していた経験がある人等、誰もがボランティアとして参加できる「機会」をつ

くり、継続して活動できる環境をつくっていきます。 

＜ひ と づ く り＞：福祉活動に参加する担い手を地域で育み、次の世代の「ひとづくり」へつない

でいきます。 

 

 

判断能力が十分でない人、認知症の人、知的障がいや精神障がいがある人をはじめ、す

べての人の権利が守られる安心できる地域をつくり、共に支えあうまちの土台をつくりま

す。 

丸ごと支える支援の体制づくり 

参加の場づくり 

安心の地域づくり 

支えあいの地域づくり 
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＝＝＝理念を実現するための３つのエンジン＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

地域住民同士をつなげたり、地域住民と関係機関やさまざまな地域資源をつなげたりす

るために、大田社協に「地域福祉コーディネーター」を配置します。地域福祉コーディネ

ーターは、地域ささえあい強化推進員等と連携することで課題情報等を共有し、地域全体

で課題に取り組むための体制づくりを進めます。 

 

 

福祉の活動に関心をお持ちの方をはじめ、以前課題を抱えていた方等も、誰もが自分の

経験や関心を活かし、居場所と役割を持って地域づくりに参加できるよう、「おおた地域共

生ボランティアセンター」が、さまざまなニーズと担い手をつなぎます。 

 

 

高齢や障がいにより判断能力に不安を抱えている人たちの権利を守り、誰もが安心して

暮らし続けるために、「おおた成年後見センター」が権利擁護支援の役割を担います。 

また、元気なうちに備える老いじたくについて、関係団体や専門職等と連携を図りなが

ら、相談支援に取り組みます。 

 

 

地域福祉コーディネーター 

おおた成年後見センター 

おおた地域共生ボランティアセンター 
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